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警報発令時の対応について（お願い）

若葉の候、保護者の皆様には、益々ご健勝のことと存じます。日頃は、学校教育にご理解とご協力

をいただき、ありがとうございます。

さて、警報時の対応について児童の安全確保を最優先とし、下記のように対応いたしますので、ご

理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(1) 午前６時に「坂出市」に大雨・洪水・大雪・暴風・高潮・暴風雪警報が発令されている場合は、

自宅で待機させてください。なお、発令が予想される時には、天気予報や当日の給食の有無（午

前６時に市が決定）から、学校の対応を決め、メールでお知らせします。

※ 「坂出市」区域の警報の有無で判断することになります（古い区分のままで放映するテレビ

局もありますので、NHKでご確認ください）。

(2) 〇 午前７時までに解除にならなければ、臨時休校とします。

〇 午前７時までに「坂出市」の警報が解除された場合、登校します。

その際には、始業時刻、給食の有無、その後の対応等を、メール配信システムにてお知らせ

しますので、必ず確認ください。

(3) 警報が解除になって登校した場合、給食がない場合は、11時10分頃の下校となります。給食が

ある場合は、通常通りの下校時刻となります。

(4) 警報が解除され登校する際は、交通情報、危険箇所情報を入手し、子供の安全を第一に考えて

ください。

なお、「坂出市」に発令がなく、居住地、通学途中の区域に発令されている場合も考えられます。そ

の場合は、保護者が登校を判断するとともに、欠席の場合は学校にご一報ください。

登下校の安全確保のこともありますので、適切な判断が大事です。朝の登校時（家を出る時点）の

テレビ、ラジオ等の情報をもとにして的確な対応をお願いいたします。

学校で平常に授業が行われている時に警報が発令された場合は、下校の時期を判断した上で、安全

な処置をとりたいと思います。その際は、メール配信システムでお知らせします。なお、連絡が取れ

ない場合は、先日提出いただいた「緊急に児童を下校させなければならない時の対応について」の通

りにさせていただきます。

以上の趣旨をご理解いただき、ご家庭でもご協力の程よろしくお願い申し上げます。今後の緊急時

にも対応できるように、こちらのお手紙を保管しておくようにお願いいたします。


